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暮らし

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

消費生活

消費生活センター 毎週月～金曜日
（毎月第2・4土曜日は電話相談のみ）

10：00～16：00
（窓口及び電話相談）

消費者トラブルに関する苦
情処理及び紛争解決のあっ
せん〈消費生活相談員〉

消費生活センター☎320-0666
行徳支所 第2・4火曜日 10：00～12：00

13：00～16：00
行徳支所市民相談室☎359-1121

多重債務
予約制

市役所 1（火）、15（火）
13：00～16：00

多重債務に関する相談〈弁
護士〉※予約制（消費生活
センター☎320-0666）行徳支所 未実施

人権擁護
市役所 9（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
家庭問題やいじめ、いやがら
せなどの悩み〈人権擁護委
員、弁護士〉男女共同参画課☎322-6700

建築行政
市役所 毎週月・水・金曜日 9:00～17:00

（受付16：30まで）
建築にかかわる民事的な相談

（中高層建築物を含む）〈建
築行政相談員〉建築指導課☎712-6335

労働
予約優先

市役所 2（水）、16（水） 18:00～20:00 労働上のトラブルに関する
相談〈社会保険労務士〉雇用労政担当室☎704-4131

年金 行徳支所 10（木） 13：00～16：30
（受付16：00まで） 各種公的年金について

〈社会保険労務士〉
国民年金課☎334-1127

住宅リフォーム
予約優先

市役所 10（木）、24（木） 13:00～16:00
（受付15：00まで）

増改築、修繕など〈市川住宅
ﾘﾌｫｰﾑ相談協議会相談員〉住環境整備課☎712-6325

心配ごと 八幡市民談話室 7（月）、21（月） 10:00～15:00
（13:00からは弁
護士相談もあり）

日常生活での悩みや困ったこ
となど〈民生委員児童委員〉社会福祉協議会☎320-4001

後見制度
予約制

社会福祉協議会 29（火） 10：00～16：00 高齢者・障害者の成年後見
制度の相談〈社会福祉士〉社会福祉協議会☎320-4001

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

民事一般
　
　
　

総
合
市
民
相
談
課
☎
３
３
４・１
０
０
２ 

予
約・問
い
合
わ
せ

市役所・行徳支所
毎週月～金曜日

  8：50～12：00
13：00～17：00

（受付16：30まで）
市民生活や民事に関する
一般的な相談〈市民相談員〉出張市民相談 大柏出張所 4（金）、18（金）

行政書士
市役所 14（月） 13：00～17：00

（受付16：30まで）
相続手続、遺言書、贈与、成年後見、契
約書、官公署提出書類作成、外国人の
在留等に関する申請など〈行政書士〉行徳支所 未実施

行政 市役所 29（火） 13：00～15：00
（受付14：30まで）

国、特殊法人などへの苦情や
要望〈行政相談委員〉行徳支所 未実施

登記
市役所 2（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
不動産登記、会社登記、境界
問題など〈司法書士・土地家
屋調査士〉行徳支所 16（水）

不動産取引 市役所 7（月）､21（月） 13：00～16：00
（受付15：30まで）

土地・建物の売買や賃貸など
のトラブル〈宅地建物取引士〉行徳支所 14（月）

予
約
制

弁護士法律
（平日）

市役所 4（金）、11（金）、
17（木）、18（金）、25（金）

13：00～16：00
相続・遺言、損害賠償、金銭
貸借、離婚、借地借家、成年
後見などの専門的な法律の
知識を必要とする相談〈弁護
士〉〈認定司法書士〉

行徳支所 4（金）、11（金）、18（金）、25（金）
弁護士法律
（土曜） 市役所 19（土）

司法書士
法律（昼間）

市役所 16（水） 13：00～16：40行徳支所 30（水）

司法書士
法律（夜間）

市役所 2（水）、9（水）、
16（水）、30（水） 17:00～20:00
行徳支所 9（水）

税金 市役所 8（火） 13:00～16:00 相続、贈与、売買など税の相談
〈税理士〉行徳支所 15（火）

交通事故 市役所 10（木）、24（木） 10:00～15:00 示談や損害賠償の方法〈県
交通事故相談員〉行徳支所 24（木）

月
の
市
民
相
談

※
弁
護
士
法
律
相
談（
平
日
）の
予
約
は
毎
週
金
曜
日
午

前
８
時
45
分
か
ら
翌
週
分
を
直
通
電
話
で
受
け
付
け
ま

す
※
祝
日
の
相
談
は
休
み
で
す

11

と
と
も
に
、模
範
的
な
飼
い
主
に
な
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

①
②
市
に
畜
犬
登
録
し
て
い
る
方

（
②
先
着
５
人
）③
市
内
在
住
者

①
②
犬
鑑
札
、平
成
27
・
28
年

度
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票（
１
年

以
内
に
接
種
し
た
も
の
）

①
☎
０
９
０・２
４
２
８・８
６
７
７

星
野
②
☎
０
８
０・５
５
４
６・０
６
０
４

栗
山
③
☎
０
９
０・８
３
０
５・３
７
１
８

金
子☎

７
１
２・６
３
０
９
環
境
保
全

課 

講
座・催
し

♦
♦
♦

中
高
年
の
再
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

と
生
活・就
労
に
関
す
る
出
張
相
談

①
40
～
65
歳
で
求
職
中
の
方
を
中

心
と
し
た
再
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
。

テ
ー
マ
は「
就
職
ス
キ
ル
セ
ミ
ナ
ー
」。

②
男
女
、年
齢
を
問
わ
ず
求
職
中
の

方
を
対
象
に
、生
活
・
就
労
に
関
す

る
出
張
相
談

11
月
８
日（
火
）①
午
前
10
時
～

午
後
０
時
30
分
②
午
後
１
時
30
分

～
４
時

ア
イ・リ
ン
ク
ル
ー
ム

①
先
着
30
人
②
先
着
計
４
人（
１

人
30
分
）

☎
７
０
４・４
１
３
１
雇
用
労
政

担
当
室

♦
♦
♦

地
球
温
暖
化
防
止
月
間
特
別
講
演
会

ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
野
口
健
氏
が
、登

山
で
の
体
験
談
や
環
境
問
題
に
対

す
る
取
り
組
み
な
ど
を
話
し
ま

す
。12

月
４
日（
日
）午
後
１
時
30
分

（
開
場
は
30
分
前
）～
３
時
40
分

文
化
会
館

市
内
在
住・在
学・在
勤
の
方
、抽

選
で
４
０
０
人（
未
就
学
児
の
入
場

不
可
）

往
復
は
が
き（
１
枚
２
人
ま
で
）

に
全
員
分
の
必
要
事
項（
６
面
上
段

参
照
）と
勤
務
先
、学
校
名
を
書

き
、10
月
31
日（
月
）必
着
で
環
境

政
策
課（
〒
２
７
２・０
０
３
３
市
川

南
2
の
9
の
12
）

☎
７
１
２・６
３
０
６
同
課

（
こ
の
事
業
は
、全
国
モ
ー
タ
ー
ボ
ー

ト
競
走
施
行
者
協
議
会
か
ら
の
拠

出
金
を
受
け
て
実
施
す
る
も
の
で

す
）

用
紙
配
布 

午
前
10
時
～
10
時
30

分
、午
後
１
時
30
分
～
２
時

説
明
会 

午
前
10
時
30
分
～
午
後
０

時
30
分
、午
後
２
時
～
４
時

メ
デ
ィ
ア
パ
ー
ク
市
川
グ
リ
ー
ン
ス

タ
ジ
オ

◆
対
象
地
区
＝
浦
安
市

11
月
10
日（
木
）

用
紙
配
布 

午
前
10
時
～
10
時
30

分
、午
後
１
時
30
分
～
２
時

説
明
会 

午
前
10
時
30
分
～
午
後
０

時
30
分
、午
後
２
時
～
４
時

浦
安
市
民
プ
ラ
ザ
Ｗａｖｅ
１
０
１

（
浦
安
市
入
船
１
の
４
の
１
）

（
市
民
税
課
）

♦
♦
♦

市
政
情
報
セ
ン
タ
ー・

新
庁
舎
建
設
課
の
執
務
室
移
転

11
月
７
日（
月
）か
ら
、市
政
情
報
セ

ン
タ
ー・
新
庁
舎
建
設
課
は
八
幡
分

庁
舎
へ
移
転
し
ま
す
。ま
た
、市
役
所

本
庁
舎
の
電
話
工
事
に
伴
い
、11
月

５
日（
土
）午
後
8
時
30
分
か
ら
2

時
間
程
度
、電
話
が
つ
な
が
り
ま
せ

ん
。緊
急
時
の
連
絡
は
☎
０
９
０・ 

７
８
４
１・４
２
４
９
ま
で
。

☎
３
３
４・１
１
１
２
管
財
課

♦
♦
♦

災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う

今
年
は
、多
く
の
台
風
が
上
陸
し
各

地
で
甚
大
な
被
害
を
与
え
ま
し
た
。

ま
た
、全
国
的
に
地
震
が
頻
発
し
、さ

ま
ざ
ま
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。今
ま
で
の
自
然
災
害
の
常
識
に

と
ら
わ
れ
ず
、日
頃
か
ら
災
害
に
対

す
る
備
え（
食
糧
確
保
・
情
報
収
集

の
確
認・避
難
場
所
の
確
認
な
ど
）を

お
願
い
し
ま
す
。　

☎
３
３
４・１
５
０
７
危
機
管
理

課♦♦
♦

①
犬
の
無
料
し
つ
け
方
教
室

②
ト
リ
ッ
ク
教
室
③
犬
の
譲
渡
会

①
10
月
30
日（
日
）午
前
10
時
～

11
時
30
分
②
10
月
23
日（
日
）午
前

９
時
～
10
時
③
10
月
23
日（
日
）午

前
11
時
～
午
後
４
時

塩
浜
ド
ッ
グ
ラ
ン（
塩
浜
３
の
25

塩
浜
第
２
公
園
内
）

内
①
基
礎
ト
レ
ー
ニ
ン
グ（
ア
イ
コ
ン

タ
ク
ト
、お
座
り
な
ど
）。飼
い
主
マ

ナ
ー
向
上（
排は

い

泄せ
つ

マ
ナ
ー
、犬
同
士
の

接
触
の
仕
方
な
ど
）②
生
活
に
応
用

で
き
る
ト
リ
ッ
ク（
芸
）。タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
犬
の
鼻
先
や
前
脚
を
タ
ッ
チ
す
る

行
動
を
学
び
ま
す
。③
一
頭
で
も
多

く
の
不
幸
な
犬
た
ち
の
命
を
救
う

♦
♦
♦

給
与
支
払
報
告
書
の
配
布

各
事
業
所
で
作
成
す
る
平
成
29
年

度
分
の
給
与
支
払
報
告
書（
手
書
き

用
複
写
式
）を
、各
窓
口
及
び
11
月

８
日（
火
）に
メ
デ
ィ
ア
パ
ー
ク
市
川
グ

リ
ー
ン
ス
タ
ジ
オ
で
行
う
年
末
調
整

等
説
明
会
で
配
布
し
ま
す
。

配
布
場
所 

市
民
税
課
、
税
務

課
、大
柏
出
張
所
、南
行
徳
市
民
セ

ン
タ
ー
、市
川
駅
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
、信
篤
窓
口
連
絡
所
、中
山
窓

口
連
絡
所
、国
分
窓
口
連
絡
所

配
布
期
間 

10
月
24
日（
月
）～
平
成

29
年
３
月
10
日（
金
）

☎
３
３
４・１
１
１
７
市
民
税
課

♦
♦
♦

給
与
所
得
の
年
末
調
整
等

説
明
会

対
象
地
区
の
説
明
会
に
出
席
で
き
な

い
場
合
は
、他
の
地
域
の
説
明
会
に

出
席
で
き
ま
す
。

☎
３
３
５・４
１
０
１
市
川
税
務

署◆
対
象
地
区
＝
市
川
市

11
月
８
日（
火
）

第
５
委
員
会
室

 （
企
画
課
）

♦
♦
♦

行
政
相
談
週
間

10
月
17
日（
月
）～
23
日（
日
）は

「
行
政
相
談
週
間
」で
す
。市
役
所

で
は
、行
政
相
談
委
員
が
、国
や
独

立
法
人
な
ど
へ
の
意
見
・
要
望
・
苦

情
を
直
接
伺
う
無
料
相
談
を
毎
月

行
っ
て
い
ま
す
。

10
月
19
日（
水
）午
後
１
時
～
3
時

（
受
け
付
け
は
30
分
前
ま
で
）

総
合
市
民
相
談
課

☎
３
３
４・１
０
０
２
同
課

♦
♦
♦

最
低
賃
金
の
改
正

千
葉
県
最
低
賃
金
が
10
月
１
日
か
ら

時
間
額
８
４
２
円（
従
来
の
８
１
７
円

か
ら
25
円
引
き
上
げ
）に
改
正
さ
れ

ま
し
た
。詳
し
く
は
千
葉
労
働
局
労

働
基
準
部
賃
金
室
ま
た
は
、最
寄
り

の
労
働
基
準
監
督
署
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

☎
０
４
３・２
２
１・２
３
２
８
千
葉

労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

（
雇
用
労
政
担
当
室
）

 

お
知
ら
せ

♦
♦
♦

傍
聴
し
よ
う〈
希
望
者
は
直
接
会
場
へ
〉

◆
東
京
外
郭
環
状
道
路
特
別
委
員
会

10
月
24
日（
月
）午
後
１
時（
受
け
付

け
は
30
分
前
か
ら
）／

第
５・６
委

員
会
室
／
抽
選
で
30
人
程
度

（
議
会
事
務
局
）

◆
市
政
戦
略
会
議

10
月
25
日（
火
）午
後
４
時
15
分（
入

室
は
会
議
公
開
手
続
き
後
）～
６
時

／

第
２
委
員
会
室

（
行
財
政
改
革
推
進
課
）

◆
福
祉
有
償
運
送
運
営
協
議
会

10
月
25
日（
火
）午
後
７
時（
受
け
付

け
は
15
分
前
か
ら
）～
８
時
／

第

１
委
員
会
室

  （
福
祉
政
策
課
）

◆
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会

10
月
25
日（
火
）午
前
10
時
～
11
時
30

分
／

第
１
委
員
会
室
／
先
着
５
人

　

 （
循
環
型
社
会
推
進
課
）

◆
総
合
計
画
審
議
会　

10
月
28
日（
金
）午
後
３
時（
入
場
は

会
議
公
開
の
手
続
き
後
）～
５
時
／

　クリスマスをイルミネーションと花ですてきに
彩りましょう。詳しくは、市公式Ｗｅｂサイトまた
は申込用紙記載の募集要項をご覧ください。

募集部門 ①イルミネーション・フォト部門②フラ
ワーリース部門③寄せ植え部門
展示期間 １２月２１日（水）～２５日（日）午前１０時
～午後５時（２５日は正午まで）
展示場所 メディアパーク市川
表彰 来場者からの投票により大賞を決定後、実施
事前説明会 申込者を対象に交流会を兼ねた事前説明会を１１月２６日（土）午
前１０時から市役所で実施（説明会欠席でも出展可）
応募資格 ①市内を舞台としたイルミネーション（個人及び団体）②市内在住・在
学・在勤の方または市内で活動する団体

申込用紙（ まち並み景観整備課、 総務課、大柏出張所、南行徳市民セ
ンター、メディアパーク市川、各公民館で配布、または市公式Ｗｅｂサイトからダウ
ンロード）に必要事項を書き、①１１月１４日（月）まで②③３１日（月）まで（消印有
効）に持参または郵送（〒２７２-８５０１住所不要）、ＦＡＸ３３６-８０２４でまち並
み景観整備課

☎７０４-０００３まち並み景観整備課

イルミ・フラワーコンテスト２０１６
作品募集
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月・日 

曜
日　

    　

清 

掃 

地 

域

10・15 

土 

須
和
田（
全
）、北
方
１

10・16 

日 

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）、鬼
越（
全
）、

鬼
高（
全
）、新
井（
全
）、島
尻
、広
尾

１
、日
之
出
、南
行
徳
１・２

10・17 

月 

平
田（
全
）

10・18 

火 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第
１
か

ら
第
４
）

10・20 

木 

若
宮
３（
下
町
）、市
川
南
１
～
４
、

市
川
２

10・22 

土 

八
幡
６
、東
菅
野
４
の一部（
古
八
幡
、

冨
貴
島
）

10・23 

日 

高
石
神
、宮
久
保
１（
大
境
）、河
原
、

下
新
宿
、本
塩
、欠
真
間（
全
）、本

行
徳
、妙
典（
全
）、塩
焼
、関
ケ
島
、

伊
勢
宿
、末
広（
全
）、相
之
川（
全
）

10・24 

月 

富
浜（
全
）、宮
久
保（
全
）

10・25 

火 

新
田
１・５

10・28 

金 

東
菅
野
４
・５（
美
里
苑
）、福
栄

（
全
）

10・29 

土 

本
北
方
１

10・30 

日 

曽
谷
６・７（
第
５
）、下
貝
塚（
全
）

11・1 

火 

市
川
４（
根
本
）、北
方
２
、本
北
方

１
の一部（
北
方
中
央
）

11・3 

祝 

本
北
方
２
、本
北
方
３
、北
方
３
、若

宮
２

11・4 

金 

若
宮
３（
上
町
）

11・5 

土 

香
取（
全
）、行
徳
駅
前
３・４

11・6 

日 

押
切
、湊
、湊
新
田（
全
）、新
浜
１
、

南
行
徳
３・４
、大
洲（
全
）、大
和
田

１・３・５
、田
尻
４・５
の一
部
、原
木

４
、国
分
２・３（
根
古
屋
）、若
宮
１
、

北
方
町
４（
東
南・富
士
見
台
）、曽

谷
１
、奉
免
町（
ひ
め
み
や
）、柏
井
町

１（
第
１
、東
昌
台
）、柏
井
町
３（
第

３
団
地
）

11・7 

月 

八
幡
１
、南
八
幡
１（
八
幡
上・下
）、

国
府
台（
全
）

11・8 

火 

稲
荷
木（
全
）、北
国
分（
全
）、中
山

３・４

11・9 

水 

中
山
１・２

11・10 

木 

高
谷
、二
俣（
全
）

11・13 

日 

中
国
分（
全
）、国
分
１
、大
和
田
２・

４
、東
大
和
田（
全
）、大
町
、大
野

町（
全
）、稲
越
町
、北
方
町
４（
千

足
）、曽
谷
５・８（
第
６
）

11・14 

月 

真
間
４・５

11・15 

火 

須
和
田（
全
）、北
方
１

11・16 

水 

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）

11・17 

木 

若
宮
３（
下
町
）、市
川
南
１
～
４
、

市
川
２

11・18 

金 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第
１
か

ら
第
４
）

11・20 

日 

鬼
越（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井（
全
）、

島
尻
、広
尾
１
、日
之
出
、南
行
徳

１・２

11・21 

月 

平
田（
全
）

11・22 

火 

八
幡
６
、東
菅
野
４
の一部（
古
八
幡
、

冨
貴
島
）

●
自
治（
町
）会・個
人
の
自
主
的
な
清
掃
活

動
で
す
。ご
協
力
く
だ
さ
い
。●
協
力
し
て
い

た
だ
い
た
際
に
揚
げ
ら
れ
た
泥
土
は
市
で
回

収
し
ま
す
。●
泥
土
の
回
収
は
、清
掃
日
直
後

の
月
曜
日
か
火
曜
日（
清
掃
日
が
月・火
曜
日

の
場
合
は
、そ
の
週
）に
伺
い
ま
す
。●
な
お
、

一
般
ご
み
一
般
廃
棄
物
な
ど
は
回
収
し
ま
せ

ん
。●
不
定
期（
臨
時
）に
側
溝
清
掃
す
る
場

合
は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。  （
道
路
安
全
課
）

♦
♦
♦

防
災
管
理
新
規
講
習

（
防
災
管
理
単
独
新
規
講
習
）

11
月
28
日（
月
）午
前
10
時
～
午

後
４
時

消
防
局（
車
で
の
来
場
は
不
可
）

先
着
１
３
０
人

２
，７
０
０
円

10
月
26
日（
水
）か
ら
各
消
防
署

に
て
受
け
付
け（
平
日
午
前
９
時
～

午
後
５
時
ま
で
）。郵
送・電
話
申
し

込
み
不
可
。

☎
３
３
３・２
１
１
１
消
防
局
予
防
課

♦
♦
♦

法
の
日
記
念「
無
料
法
律
相
談
会
」

法
律
一
般
相
談
の
他
、高
齢
者
相

談
、ク
レ
ジ
ッ
ト・サ
ラ
金
相
談
な
ど

を
実
施
し
ま
す
。

10
月
22
日（
土
）午
後
１
時
～
４

時
10
分

船
橋
ス
カ
イ
ビ
ル
５
階（
船
橋
市

本
町
２
の
１
の
34
）

先
着
50
人
程
度

10
月
21
日（
金
）午
後
4
時
ま
で

に
☎
０
４
７・４
３
１・７
７
７
５
千

葉
県
弁
護
士
会
京
葉
支
部

（
総
合
市
民
相
談
課
）

♦
♦
♦

①
経
営
力
強
化
セ
ミ
ナ
ー

②
女
性
起
業
家
育
成
セ
ミ
ナ
ー

①
補
助
金
を
活
用
し
て
、経
営
を
強

化
し
て
い
く
方
法
に
つ
い
て
学
び
ま

す
。②
起
業
に
必
要
と
な
る
知
識

や
、ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
な
ど
を

学
ぶ
女
性
の
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
で
す
。

①
11
月
2
日
～
30
日
、毎
週
水

曜
日（
23
日
を
除
く
）午
後
６
時
10

分
～
９
時
20
分（
全
4
回
）②
10
月

28
日
～
11
月
25
日
、毎
週
金
曜
日

午
前
10
時
30
分
～
午
後
４
時
10
分

（
全
5
回
）

①
千
葉
商
科
大
学（
国
府
台
1
の

3
の
1
）②
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

①
経
営
力
の
強
化
を
考
え
て
い

る
方（
先
着
30
人
）②
起
業
を
考
え

て
い
る
女
性（
先
着
30
人
）

①
②
１
０
，８
０
０
円

千
葉
商
科
大
学
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ

ト
か
ら
申
し
込
み

☎
３
７
３・９
７
５
５
千
葉
商
科
大
学

（
商
工
振
興
課
）

♦
♦
♦

三
番
瀬
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

三
番
瀬
の
再
生
に
つ
い
て
、県
民
、地

元
住
民
、漁
業
関
係
者
、環
境
保
護

団
体
な
ど
か
ら
広
く
意
見
を
聞
く

た
め
の
催
し
で
す
。

10
月
29
日（
土
）午
後
２
時（
開
場

は
30
分
前
）

船
橋
市
中
央
公
民
館（
船
橋
市

本
町
２
の
２
の
５
）

先
着
１
０
０
人

内
講
演「
日
本
の
沿
岸
域
の
現
状
と

干
潟・藻
場
再
生
の
意
義
」

講
古
川
恵
太
氏（
横
浜
国
立
大
学

統
合
的
海
洋
教
育
・
研
究
セ
ン
タ
ー

客
員
教
授
）

☎
０
４
３・２
２
３・２
４
３
１
千
葉

県
環
境
政
策
課

（
地
域
整
備
課
）

♦
♦
♦

も
っ
た
い
な
い
マ
ー
ケ
ッ
ト

家
具
な
ど
の
セ
ー
ル
販
売
や
処
分

市
、リ
サ
イ
ク
ル
講
座
、フ
リ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
を
行
い
ま
す
。

10
月
30
日（
日
）午
前
10
時
～
午

後
２
時

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
市
川（
二
俣

新
町
13
の
１
市
川
市
清
掃
公
社
）

☎
３
２
７・４
１
４
７
同
施
設

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）

 
募
集

♦
♦
♦

八
幡
市
民
会
館

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ・パ
ー
ト
ナ
ー

平
成
29
年
３
月
開
館
予
定
の
八
幡

市
民
会
館
に
ふ
さ
わ
し
い
愛
称
を
つ

け
る
権
利（
命
名
権
）を
取
得
す
る

♦
♦
♦

シ
ニ
ア
従
業
員
仕
事
説
明
会
in
市
川

市
と
協
定
を
結
び
、高
齢
者
の
見
守

り
や
雇
用
促
進
な
ど
を
推
進
し
て
い

る
株
式
会
社
セ
ブ
ン-

イ
レ
ブ
ン・ジ
ャ

パ
ン
と
の
共
催
に
よ
り
、シ
ニ
ア
向
け

の
仕
事
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

11
月
２
日（
水
）午
後
１
時（
受
け

付
け
は
20
分
前
か
ら
）～
２
時
30
分

ア
イ・リ
ン
ク
ル
ー
ム

お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
方
、先
着
30
人

☎
７
０
４・４
１
３
１
雇
用
労
政

担
当
室

♦
♦
♦

施
設
見
学
会

市
へ
の
関
心
と
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
、ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
、消

防
署
の
他
、皇
室
ゆ
か
り
の
建
築
物

で
あ
る
恩
賜
館（
化
研
病
院
内
）を

バ
ス
で
巡
り
ま
す
。昼
食
は
千
葉
商

科
大
学
の
食
堂「
ザ 

ユ
ニ
バ
ー
シ

テ
ィ 

ダ
イ
ニ
ン
グ（The U

niversity 
D

IN
IN

G

）」に
て
各
自
で
お
取
り
い

た
だ
き
ま
す
。見
学
後
は
施
設
ご
と

の
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
回
答
く

だ
さ
い
。

11
月
18
日（
金
）・30
日（
水
）午
前

９
時
～
午
後
４
時
30
分

市
内
在
住
の
18
歳
以
上
の
方
、抽

選
で
各
30
人

昼
食
代（
６
０
０
円
程
度
）

往
復
は
が
き（
１
枚
４
人
ま
で
）

に
参
加
者
全
員
の
必
要
事
項（
６
面

上
段
参
照
）と
希
望
日
、希
望
集
合

場
所（
市
役
所
ま
た
は
行
徳
支
所
）

を
書
き
、10
月
31
日（
月
）必
着
で

広
報
広
聴
課（
〒
２
７
２・８
５
０
１

※
住
所
不
要
）。返
信
者
を
代
表
者

と
し
、記
載
も
れ・
重
複
申
込
は
無

効
。申
込
後
の
参
加
者
の
追
加
・
変

更
は
不
可
。

☎
３
３
４・１
１
０
７
同
課

♦
♦
♦

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

11
月
25
日（
金
）・26
日（
土
）い
ず

れ
も
午
前
10
時
～
午
後
５
時

消
防
局（
車
で
の
来
場
不
可
）

市
内
在
住
・
在
勤
の
方
、先
着

１
３
０
人
。た
だ
し
、11
月
９
日

（
水
）時
点
で
定
員
に
達
し
て
い
な
い

場
合
は
、市
外
の
方
も
受
け
付
け
。

４
，３
０
０
円

10
月
24
日（
月
）か
ら
各
消
防
署

に
て
受
け
付
け（
平
日
午
前
９
時
～

午
後
５
時
ま
で
）。郵
送・電
話
申
し

込
み
不
可
。

☎
３
３
３・２
１
１
１
消
防
局
予
防
課

☎322-6700同課

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ・パ
ー
ト
ナ
ー
を
募

集
し
ま
す
。命
名
権
料
は
、市
の
財

源
と
な
り
ま
す
。契
約
の
金
額
・
期

間・応
募・選
定
方
法
な
ど
、詳
し
く

は
市
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間 

11
月
14
日（
月
）ま
で

市
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
申
込
書

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、11
月
14
日

（
月
）必
着
で
文
化
振
興
課
へ
直
接
ま

た
は
郵
送（
〒
２
７
２・０
０
２
３
南
八

幡
４
の
２
の
５
の
２
０
１
）

☎
３
０
０・８
０
２
０
同
課

♦
♦
♦

１
～
３
月
の
広
報
い
ち
か
わ
に

掲
載
す
る
広
告

１
コ
マ（
タ
テ
84
×
ヨ
コ
57・５
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
）を
１
回
掲
載
し
た
場
合

●
１
号
広
告（
第
１
週
号
／
４
色
）

５
０
，０
０
０
円

●
２
号
広
告（
第
３
週
号
／
２
色
、

色
の
指
定
は
不
可
）３
０
，０
０
０
円

※
い
ず
れ
も
２
～
４
コ
マ
分
を
１
広

告
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す（
掲
載
料
は
コ
マ
数
分
必
要
）

10
月
17
日（
月
）～
28
日（
金
）に

広
告
掲
載
申
込
書（

広
報
広
聴

課
ま
た
は
、市
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
で

入
手
可
）、広
告
の
原
稿
案（
紙
）、広

告
に
関
す
る
事
業
の
説
明
資
料
を

同
課
へ
提
出
。複
数
回
の
掲
載
申

し
込
み
も
可
。

☎
３
３
４・１
１
０
７
同
課

北総鉄道北国分駅周辺を「（仮称）北国分駅周辺自転車等放置禁止区域」
に指定することについて

募集期間 １０月１７日（月）～１１月
１５日（火）
閲覧場所 市公式Ｗｅｂサイト、市
政情報センター、市政情報コー
ナー（中央図書館、行徳図書館、
大野公民館図書館、男女共同
参画センター）

市内在住・在勤・在学、 市内
に事務所・事業所を有する個人・
法人・団体、政策などに利害関係
を有する方、本件に関心をもつ方

提出方法 左記閲覧場所で配布
の意見用紙に「（仮称）北国分駅
周辺自転車等放置禁止区域図

（案）の意見」と、住所、氏名（ふり
がな）または団体名（担当者氏
名）、意見を書き、１１月１５日（火）まで

（消印有効）に持参、郵送（〒２７２-
００３３市川南2-9-12）、またはＦＡＸ
７１２-６３４３で交通計画課。市公
式Ｗｅｂサイトからも提出可。

☎７１２-６３４２同課

パブリックコメント　ご意見をお寄せください

　北総鉄道北国分駅周辺においては、公道上に自転車等が多数放
置され、近年悪化する傾向にあるため、同駅周辺を自転車等放置禁止
区域に指定する予定です。この度、この区域の案を作成するにあたり、
市民のみなさんにお知らせするとともに、広く意見の募集を行います。

　東京交響楽団首席オーボエ奏者として各地で
演奏活動を行う荒絵理子さんが、多くの方 に々支え
られて歩んだ試練と喜びの道のりを語ります。中学
生人権作文コンテスト優秀作品の朗読とハンドベ
ルの演奏も同時開催（手話通訳・要約筆記あり）。

　地域別ごみ収集日カレンダーや、分別方法が確認でき
るごみ分別辞典、ごみの出し忘れを防止する事前のお知
らせなどの機能を持ったスマートフォン向けアプリを１０
月１日から配信しています。下記のQRコードまたは各ス
トアで検索するとインストールできます。

☎７１２-６３１７循環型社会推進課

◀iPhone ◀Android

ごみ分別
スマートフォンアプリを
ご利用ください

ハートフルヒューマンフェスタ
いちかわ２０１６

12月10日（土）午後１時30分（開場は30分前）～３時30分
文化会館※車での来場不可
先着３００人
往復はがき（１枚２人まで）に必要事項（６面上段参照）を書き、11月18日

（金）必着で男女共同参画課（〒２７２-００３４市川１-24-２）

人権週間（12月４日～10日）記念事業 

日時 場所・会場 対象・人数 費用・料金 持ち物 申し込み・応募 問い合わせ 行徳支所市役所講師講内容内
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